
【入院基本料に関する事項】
当院は（日勤・夜勤あわせて）入院患者15人に対して１人以上の看護職員がいます。
また、入院患者６人に対して１人以上の看護補助者がいます。

【関東信越厚生局長への届出事項に関する事項】
１．当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。
（1）基本診療料

（2）特掲診療料

※手術件数について（令和７年１月～１２月） 区分4に分類される手術件数 ０件

２．当院は、入院時食事療養に関する特別管理の届出により、管理栄養士によって管理
された食事を適時(夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。

当院は、以下の項目について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。
１．タオル等レンタルセットＡ １日 ５０６円　単品申込可、入院案内参照
２．リハビリパンツ１袋（紙おむつ）４,２９０円　持込可、入院案内参照
３．診断書及び証明書料１通　５５０円～１１,０００円（死体検案書３３,０００円）
４．その他、詳しくは入院案内をお読みいただくか、受付にてお尋ね下さい。

【選定療養費に関する事項】
１．特別の療養環境の提供

病室数
1
1

8

10

【診療明細書の交付について】
当院は、平成２４年４月より原則として無償交付しております。
又、公費負担医療の受給者で自己負担のない方へも無料で交付しております。
明細書の交付を希望されない方は、お申し出ください。

【医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得･活用等について】
当院は、オンライン請求、オンライン資格確認など医療DX推進の体制を整えております。
オンライン資格確認により取得した診療/薬剤･特定健診等情報を実際に診療に活用可能な
体制を整備し、質の高い医療の提供を行う診療体制の構築に取り組んでいます。
・オンライン請求を行っています　　 ・オンライン資格確認を行う体制を有しています
・オンライン資格確認等システムの活用により取得した診療/薬剤･特定健診等情報を
　医師が診察室で閲覧及び活用できる体制を有しています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得･活用等について、院内の見やすい場所に
　提示するとともにウェブサイトへ掲載を行っています。
上記の体制により電子的診療情報連携体制整備加算(3) 初診時4点(月1回),再診時2点(月1回)
を加算します。

令和元年１０月１日からの消費税法改正に伴いまして変更致しますので､宜しくお願い致します。

医療法人橘会 飯能中央病院 R8.6.1

データ提出加算１

個室Ｂ
301，302，303，305，
332，333，402，403号室

8,800円

二人部屋Ａ
306，307，308，310，405，
406，407，408，410，411号室

5,500円

特別室 401号室 13,200円
個室Ａ 331号室 11,000円

がん治療連携指導料 救急外来医学管理料３

胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術・
腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）

【保険外負担に関する事項】

種類 部屋番号 使用料（１日）

胃瘻造設時嚥下機能評価加算

運動器リハビリテーション料（Ⅲ） 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）
呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ） 検体検査管理加算（Ⅰ）
薬剤管理指導料 単純ＣＴ撮影及び単純ＭＲＩ撮影

救急医療管理加算 看護補助加算(１)（夜間看護体制加算）
入院時食事療養（Ⅰ） 診療録管理体制加算２
電子的診療情報連携体制整備加算（３） 入退院支援加算２

規則に基づく院内掲示
当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
保険医療機関及び保険医療用担当規則に基づく院内掲示のご案内です。

一般病棟入院基本料（地域一般入院料３）療養環境加算
看護配置加算 感染対策向上加算３


